
次期よこはま保健医療プランの検討状況について 
 

  保健医療分野における本市の中期的な計画である「よこはま保健医療プラン 2013」は、計画期

間が平成 30 年３月までとなっています。平成 30 年度から平成 35 年度までの６年間を計画期間と

する、次期プラン「よこはま保健医療プラン 2018（仮称）」の策定について、現在素案の作成を進

めておりますので、ご報告いたします。 

 

１ 素案（案） 

別添「次期よこはま保健医療プランの概要について」をご参照ください。 

 

２ 主なポイント 

（１）地域医療構想の具現化と地域包括ケアシステムの推進 

2025 年の医療需要を推計し、基本的方向性をまとめた「地域医療構想」を踏まえ、 

① 将来において不足する病床機能の確保及び連携体制の構築 

② 地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実 

③ 将来の医療提供体制を支える医療従事者等の確保・養成 

の３つの視点から、将来に向けてとるべき方向性を示しています。 

次期プランでは、それらの方向性を具現化させるための方策について、重点的に記載します。 

 

（２）「横浜市がん撲滅対策推進条例」を踏まえた『横浜市がん対策推進計画』としての位置づけ 

平成 26 年 10 月に成立した「横浜市がん撲滅対策推進条例」を踏まえ、総合的ながん対策を推

進し、がん医療の充実に加え、予防や早期発見、ライフステージに応じた対策等を推進すること

で、すべての市民が「がんを知り、がんと向き合い、がんと共に生きる」ことができる社会の実

現を目指しています。 

このたび、「横浜市がん対策の今後の進め方」を見直し、「横浜市がん対策推進計画」として位

置づけます。 

 

（３）保健・医療・福祉等関係計画との整合を意識し、分野横断的に記載 

次期プラン策定に当たっては、「５疾病・４事業及び在宅医療」の記載だけでなく、本市の保

健医療と関連の深い分野の取組についても、広く位置づけています。 

特に今回の策定では、国指針を踏まえ次期計画期間を６年とすることにより「高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画」や「障害者プラン」と周期が揃うこととなります。各分野別計画の動

きとも十分に整合を図りながら策定を進めます。 

 

３ スケジュール 

   素案を作成したのち、パブリックコメント(10 月下旬頃を予定)を実施し、広くご意見を募って

まいります。いただいたご意見を踏まえ、原案の作成を進めてまいります。 

 

 

 

 
  

健康福祉・医療委員会資料 
平 成 2 9 年 9 月 1 4 日 
医 療 局 



１ 横浜市の医療提供体制と横浜型地域包括ケアシステムの構築 
(1) 市立・市大・地域中核病院等を基幹とする 

医療提供体制の整備 
(2) 医療需要等の将来推計  
(3) 2025年に向けた医療提供体制の構築と横浜型 

地域包括ケアシステムの構築 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
２ 2025年に向けた医療提供体制の構築 ≪地域医療構想の具現化≫ 
 (1) 将来において不足する病床機能の確保および連携体制の構築 
 (2) 地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の充実 
 (3) 将来の医療提供体制を支える医療従事者等の確保・養成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 患者中心の安全で質の高い医療を提供する体制の確保 
 (1) 医療安全対策の推進          (2) 医療ビッグデータを活用したエビデンスに基づく施策の推進 
(3) 医療機能に関する情報提供の推進    (4) 国際化に対応した医療提供体制の整備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた介護等との連携 
 
 
 

１ 地勢と交通  ２ 人口構造  ３ 人口動態   ４ 市民の受療状況 
５ 保健医療圏と基準病床 ６ 横浜市の医療提供体制 ７ 市民の生活習慣と生活習慣病の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【図⑤】病床機能報告と必要病床数（国推計値） 
⇒横浜市の実情を踏まえ精査中 
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■次期よこはま保健医療プランの概要について 

１ 計画策定の趣旨と位置づけ 
(1)趣旨 本市の実情に即した質の高い効率的な保健医療体制の整備を目指し、策定するものです。 
(2)位置づけ 「医療計画作成指針」（厚生労働省）を踏まえつつ、市独自に策定しました。 

※がんに関する部分については、横浜市の「がん対策推進計画」として位置付けます。 
(3)計画期間 平成 30(2018)年度から平成 35年(2023)年度までの６か年 

（３年目の平成 32年度に中間振返りを実施し、プランの見直しを行います） 
２ 基本理念 

 市民一人ひとりが生涯にわたり心身ともに『健康』で『あんしん』して住み慣れた地域で暮らせる社会の実現
を目指します。効率的・効果的で質の高い医療提供体制を整え、保健・医療・介護等の切れ目のない連携に基づ
く「地域包括ケアシステム」の構築を進めます。 
 

■Ⅰ章 プランの基本的な考え方（P.5～P.7） 

○ (市民病院)再整備し、政策的医療等の充実を図る    
○ (市大附属)臨床研究中核病院の早期承認を目指す          
○ (南部病院)再整備に向けた具体的な検討を行う       

【図④】保健医療圏の統合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医療圏については 
・ 市域内の医療機関へのアクセスが容易 
・ 二次医療圏内で完結することが望ましい医療機

能が既に備わっている 
・ 在宅医療推進に向けた高齢者保健福祉圏域との

整合の観点を踏まえ、３医療圏を統合する見込み 

[ 現状 ]   [ 目標 ] 

■Ⅱ章 横浜市の保健医療の現状（P.8～P.38） 
 

【図①】将来人口推計 
 

【図②】病床利用率 
 

■Ⅲ章 横浜市の保健医療の目指す姿『2025年に向けた医療提供体制の構築』（P.39～P.69） 
 

○ ICTを活用した地域医療連携の構築と、医療従事者の負担軽減 
○ 在宅医療連携拠点における多職種連携の強化 
○ 在宅医療や人生の最終段階における医療に関する市民啓発 
○ より多くの医師が在宅医療に取り組めるための体制整備や養成 
○ 専門性の高い看護師の確保・養成に向けたキャリア形成支援 

 

[構築支援]        検討     → 相互連携支援 
[多職種連携事業]    377回    →  400回 
[開催回数]        34回    →  120回 
[訪問診療利用者数]  231,307人 → 348,000人 
[資格取得支援]       －      → 累計 48人 
 
 
 

○ 指導事項の速やかな改善に向けた、病院の状況に応じた支援 
○ 医療ビッグデータ等を小さな単位で探索的に分析できる環境づくり 
○ 外国人対応可能な受診環境の整備 

【課題】 

【主な施策】 

○ 医療的ケアや 24時間対応サービスへのニーズ対応 
○ 介護予防・健康づくりへの理解と行動の継続 
○ 様々なニーズ等に応じた施設・住まいの充実 

【課題】 
○ 24時間対応可能サービスの整備・利用促進 
○ ロコモ※1・フレイル※2予防等の取組 
○ 介護医療院、医療対応促進助成 

【主な施策】 

※第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定状況を踏まえ記載 

※1 ロコモティブシンドローム(運動器症候群)：骨、関節、筋肉等の運動器の衰えから、自立度の低下、転倒・骨折、寝たきりに
なる可能性が高くなること。 

※2 フレイル：加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能
が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像 

 
 

○ 迅速・的確な立入検査の実施及び指導事項の改善支援 
○ 医療ビッグデータ分析環境の整備とエビデンスに基づく医療政策の推進 
○ JCI、JMIP認証取得支援の実施 

[再整備]        着工  →  稼働 
[中核病院の早期承認]  準備  →  稼働 
[地域中核病院再整備] 検討  →  着手 
 

【主な施策】 

[指導改善率]        74％   →   100%  
[ビッグデータ構築]  検討   →   活用・施策化 
[JMIP取得件数]       0件   →   計３件 

[ 目標 ] [ 現状 ] 

○ 1医療圏化を踏まえ、地域バランスを考えたきめ細やかな対応 
○ 回復期・慢性期病床不足に対し、受療動向等を精査した計画的な整備 
○ 地域医療の連携推進に向けた先端技術（ICT、IoT等）の活用 
○ 医療介護連携の推進に向け、在宅医療連携拠点のさらなる機能発揮 
○ 在宅看取り等に対して、市民への適切な情報提供 
○ 在宅医の確保や負担軽減のためのシステムづくり等 
○ 病床機能の転換や増床等に応じた医療従事者の確保・養成等 

【課題】 

【主な施策】 

【図③】平均在院日数 
 

【図⑥】方面別医療提供体制 
主に高度急性期・急性期を担う病院の配置を
踏まえ方面別に医療提供体制を構築します。 

[ 目標 ] [ 現状 ] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 
精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、必要な医療支援が受けら

れる体制を整えるとともに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機
関、地域援助事業所などとの重層的な連携による支援体制を構築します。また、依存症対策総合支援事業の実施や
自殺対策基本法の改定など国等の動向も踏まえ、横浜市としても具体的に施策を展開していきます。 

(1) 精神科救急  (2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  
    (3) アルコールや薬物、ギャンブル等による依存症対策および自殺対策の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策の方向性】 
脳血管疾患における救急対応や急性期医療に係る医療提供体制の拡充に向け、市独自に「横浜市脳血管疾患救急

医療体制」を構築してきました。今後に向けて、参加基準の点検や、病院体制の公表により、継続的な医療の質の
向上を目指すとともに、急性期以降においても、生活機能の維持・向上や再発防止に向け、関係多職種が連携し、
退院後も継続してリハビリテーションや療養支援が実施される体制の構築を目指します。 

(1) 予防啓発 (2) 救急医療提供体制  (3) 急性期医療 (4) 急性期以後の医療（回復期～維持期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策の方向性】 
夜間及び休日に発生した急性心疾患が疑われる救急車搬送患者に対応するため、市独自に「横浜市急性心疾患救

急医療体制」を構築しています。今後も参加基準の点検などを通じて、速やかな救命処置・搬送体制を確保し、治
療水準の維持・向上を目指すとともに、急性期以降においても、生活機能の維持・向上や再発防止に向け、関係多
職種が連携し、継続してリハビリテーションや療養支援が実施される体制の構築を目指します。 

(1) 予防啓発 (2) 救急医療提供体制 (3) 急性期以後の医療（回復期～維持期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【施策の方向性】 
「横浜市がん撲滅対策推進条例」(平成 26年 10月施行)に基づき、総合的ながん対策を推進しています。がん医

療の充実に加え、予防や早期発見、就労支援等ライフステージに応じた対策を推進するとともに、横浜市立大学の
がん研究に関する取組に対し、支援を行っていきます。 
これら総合的ながん対策の推進により、すべての市民が「がんを知り、がんと向き合い、がんと共に生きる」こ

とができる社会の実現を目指します。 
(1) がんの予防      (2) がんの早期発見     (3) がん医療       
(4) 相談支援・情報提供  (5) がんと共に生きる    (6) がん登録・がん研究 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

■Ⅳ章 主要な疾病（５疾病）ごとの切れ目ない保健医療連携体制の構築（P.70～P.113） 

１ がん（P.70～P.90） 

【施策の方向性】 
糖尿病の発症予防や重症化予防、合併症予防を推進するため、生活習慣の改善や患者の早期発見、受診勧奨や治

療中断の防止などについて、地域の多職種連携や医科歯科連携などの強化・充実等を通じ、地域で実効性のある医
療連携体制の構築を目指します。食事療法や運動療法、生活習慣改善に向けた患者教育など、専門職種と連携した
患者支援を進めます。 

 (1) 予防啓発 (2) 医療提供体制 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 生活習慣の改善を通じた脳卒中予防 
○ 医療機関別治療実績等の調査分析、評価及び体制強化 
○ YMISによる救急応需情報の正確な提供 
○ 在宅医療連携拠点・在宅歯科医療地域連携室等による連携促進
 

[生活習慣関連指標] 健康横浜 21の推進による改善 
[参加基準]        運用  →  運用・点検・体制強化 
[登録勧奨]          実施  →  推進 
[多職種連携会議等] 実施調整 →  18区実施 
 

○ 高血圧等の危険因子の低減に向け生活習慣改善等が重要 
○ 医療技術の進歩、発展等に伴い、横浜市脳血管疾患救急医療体制への参加基準の継続的な点検や、それを踏まえた体制強化が必要 
○ 救急隊による適切な医療機関選定や、速やかな救急搬送のため、医療機関側からの正確な情報提供が不可欠 
○ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士等との効果的な連携 

【課題】 

【主な施策】 [ 現状 ] [ 目標 ] 

○ 生活習慣改善は、働く世代のライフスタイルに大きな影響を及ぼす職域等を含め連携した取組が必要 
○ がん検診受診率・精密検査受診率の向上に取り組むことが必要 
○ がん診療連携拠点病院等の取組の中には、病院間で差がある 
○ 小児がんは合併症や発育・発達障害等の問題があり、患者の教育・自立と患者を支える家族に向けた長期的支援等が必要 
○ がん相談支援センターや小児がん相談窓口について、関係機関や患者の家族に周知することが必要 
○ がん患者を支える諸制度（高額療養費制度等）に関する情報提供や、就労に関する相談窓口の充実が必要 
○ すべてのがん患者が「自分らしさと尊厳」を持ち、生きることができるよう、すべての市民の意識向上が必要 
○ 基礎研究から臨床研究への橋渡しとしての研究や、学問横断的な取組を行い、先進医療を推進することが必要 
 

【課題】 

○ 生活習慣の改善を通じた予防 
○ 早期発見に向けた検診受診率の向上 
○  
○ 小児がん連携病院を中心とした医療の充実等 
○ 市ホームページや広報媒体等を通じた周知 
○ ﾊﾛｰﾜｰｸ横浜、県社労士会、産業医等と協力し就労相談を充実 
○ アピアランスケア、生殖機能温存等、様々な悩みへの支援 
○ 市大研究を充実させ、患者への早期還元を目指す 
 

[生活習慣関連指標]    健康横浜 21の推進による改善 
[検診受診率]            50%未満 →  50%  
[拠点病院等数]            13か所  →  13か所 
[心のｻﾎﾟｰﾄ体制のある医療機関数] 1か所 → 4か所 
[がん相談支援ｾﾝﾀｰ認知度]   26.1% → 40% 
[がん診断後の就業環境※]     36% → 45% 
[ｱﾋﾟｱﾗﾝｽｹｱ実施医療機関数]   1か所 → 13か所 
[がん研究の推進]           実施 → 推進 
     
 
 
 
 

[ 目標 ] [ 現状 ] 
【主な施策】 

○ 生活習慣の改善を通じた心疾患予防 
○ 医学的見地からの助言も踏まえた体制参加基準の精査等 
○ 心臓リハビリテーションの普及や療養管理指導など、多職種連携 
の推進を通じて、早期社会復帰、再発予防、継続実施を進める 

[ 現状 ] [ 目標 ] 

４ 糖尿病（P.103～P.106）  
 

○ 食習慣等の生活習慣改善等が重要 
○ 患者の治療中断により重症化し、糖尿病性腎症等の合併症発生が課題。継続的治療の必要性等について、正しい患者理解が必要 

【課題】 

[生活習慣関連指標] 健康横浜 21の推進による改善 
[参加基準]         運用 → 運用・点検・体制強化 
[連携体制構築]   現状把握  → 本格実施  
 

２ 脳卒中（P.91～P.97） 
 

○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
○ 厚生労働省が推進する依存症対策総合支援事業の実施 

○ 「横浜市自殺対策計画（仮称）」策定と、対策の一層の推進 
 

○ 生活習慣の改善を通じた予防 
○ 専門医療機関連携による患者教育・情報提供の強化 

○ 協議の場を通じて、精神科医療機関、その他医療機関、支援事業者などとの重層的な連携による支援体制の構築が必要 
○ アルコール健康障害対策基本法やギャンブル等依存症の対策の強化などを踏まえた取組が必要 
○ 自殺対策基本法が改正され、総合的な自殺対策の推進が求められている 

[ 現状 ] [ 目標 ] 

【課題】 

５ 精神疾患（P.107～P.113）  
 

[ 現状 ] [ 目標 ] 
[包括ケア構築]   －   →   実施  
[各種事業実施]  検討   →   実施 
[計画策定]      検討   →   実施 
 

【主な施策】 

※ 横浜市がん対策に関するアンケート「働き続けられる/どちらかと言えば働き続けられる環境だと思う」 

 
[生活習慣関連指標] 健康横浜 21の推進による改善 
[重症化予防事業]      モデル 3区  →  18区 
 

【主な施策】 

３ 心筋梗塞等の心血管疾患（P.98～P.102） 
 

○ 高血圧等の危険因子の低減に向け生活習慣改善等が重要 
○ 発症後、速やかな救命処置と搬送が可能な体制構築に向け、治療実績等を定期的に分析し、体制の充実強化が必要 
○ 慢性心不全を含め、在宅生活でも再発することなく安心して暮らせるよう、栄養管理・リハ・通院等の継続実施が重要 

【課題】 

【主な施策】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 
難病（原因が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病で、長期の療養を必要とするもの）にり患し

ている患者が尊厳をもって地域で生活できるよう、これまでも各種施策を実施してきました。 
平成 30 年度に「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病対策事業が道府県から政令指定都市に

権限委譲される機会を踏まえ、より効率的・効果的な難病患者の支援を図ります。 
 
 

 

【施策の方向性】 
出産場所や NICU等周産期病床の確保とともに、市内３病院を産科拠点病院に指定し、周産期救急の質と安全性

の向上を図ってきました。今後、高齢出産等ハイリスク分娩への対応や、女性医師が多い産科医の勤務環境改善な
どにより、より安全で安心な出産ができる環境づくりを目指します。 

 
 

 

【施策の方向性】 
保健所および 18区の保健所支所において、感染症や食中毒発生情報の正確な把握・分析や速やかな情報提供・状

況に応じた的確な対応、予防接種の推進やエイズ対策など、医療機関等と連携しながら、感染症の予防及びまん延防
止を進めていきます。 
また、市民病院は、県内唯一の第一種感染症指定医療機関として、エボラ出血熱などの１類感染症に対応するとと

もに、再整備にあわせてさらなる充実を図ります。 
(1) 感染症対策全般         (2) 結核対策      (3) エイズ対策  (4) 予防接種   
(5) 新型インフルエンザ対策  (6) 肝炎対策     (7) 衛生研究所  (8) 市民病院における対応 
８） 

 

○ エボラ出血熱等の患者発生時に備えた体制整備や定期的な訓練の実施 
○  
○ 帰国者・接触者外来設置シミュレーションの実施 
○ 市民病院再整備に合わせ「感染症センター（仮称）」を設置し、 

総合的な感染症対策体制を整備します。 
 

[エボラ出血熱等対応訓練]   年２回   →  年２回  
[協議会等開催]       年２回  →  年 2回 
[外来訓練]           年 1回  →  年 1回 
[感染症センター設置]  検討  →  運用 
 
 
 

[ 現状 ] [ 目標 ] 

【施策の方向性】 
横浜市の救急医療体制は、「初期救急医療」を担う休日急患診療所や夜間急病センター、「二次救急医療」を担う

拠点病院、「三次救急医療」を担う救命救急センターなど、傷病者の症状や重症度に応じ重層的に体制を構築してい
ます。また、脳血管疾患や心血管疾患など疾患別の救急医療体制を確立しており、引き続き緊急性の高い傷病者を
確実に救急医療機関へつなぐことができる医療提供体制の確保・向上を目指します。 
また、今後、高齢化の進展に伴う救急医療需要の増加が見込まれる中、こうした体制を確保するとともに、救急

相談センター「＃7119」の利用促進や、高齢者施設等との円滑な連携の推進等、適切な救急医療が提供し続けられ
るよう、各種取組を進めます。 

(1) 初期救急医療体制の充実 (2) 二次・三次救急医療体制の充実  

○ 夜間の対応が困難な医療機関や、医師の高齢化により出産の取扱いを休止する医療機関があるなど、出産に対応する施設の 
維持が難しくなってきている 

○ 救急相談センター「#7119」の体制充実 
○ 情報共有ツールのさらなる普及 
 

【課題】 

○ 難病相談支援センターの設置 
○ 難病対策地域協議会の開催 
 

○ エボラ出血熱や中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）等の患者発生時に迅速・適切な対応ができるよう関係機関と連携した訓練が必要 
○ 新型インフルエンザ発生時に帰国者・接触者外来が円滑に機能するよう、保健所と医療機関・医療関係団体との連携強化が必要 
○ 市民病院として保健所や検疫所等と共同した教育・研修、訓練の実施や情報共有体制の整備など、他機関との連携を深め、 
市全体の感染症対策に一層貢献していく必要があります。 

 

【課題】 

■Ⅴ章 主要な事業（４事業）ごとの医療体制の充実・強化 （P.114～P.128） 
 

１ 救急医療（P.114～P.117） 
 

○ 救急相談センター「#7119」の体制強化や圏域の拡大が必要。また、救急受診ガイドと連携した周知・普及が必要 
○ 高齢者の救急搬送は、医療や家族等の情報把握に時間を要する中、救急隊・医療機関間での情報共有ツールの活用が必要 

【課題】 

[設置・運用]     検討    →   運用 
[開催回数]      検討    →  年 2回 

【施策の方向性】 
大規模地震等の災害発生に備え、市内 13 の災害拠点病院を中心に負傷者等への医療提供や地域医療機関の支援

体制を構築しています。今後、国土強靭化地域計画の策定なども踏まえ、災害拠点病院の機能充実を図ります。ま
た、ラグビーワールドカップ 2019™や東京 2020 オリンピック・パラリンピック等大規模スポーツイベントや国
際会議等が安心して開催できるよう、万全な救急および災害医療体制を構築します。 
 

 

２ 災害時における医療（P.118～P.121） 
 

【施策の方向性】 
市内７病院を小児救急拠点病院に指定し、24時間 365日対応できる小児救急医療体制を確保しています。引き続

き小児科医師の勤務環境改善などを通じて小児医療体制を維持します。また、今後、小児療養患者や医療的ケア児・
者等支援に向けた体制の充実を図るとともに、子どもへの医療提供のみならず、家族への心身のケア、きょうだい児
の支援など、関係機関や民間、NPO団体などとも協力した取組を進めます。 

 

○ 災害時における受入医療機関の診療機能低下の軽減や病院機能の早期回復のため、BCP(業務継続計画)の策定が重要 
○ 医療的配慮が必要な市民対策の一環として、災害時透析・在宅酸素・IVH療養者等に対応できる体制整備が必要 
○ ラグビーW杯 2019や東京 2020オリパラ等を控え、災害・テロ等による多数傷病者発生時の医療救護計画策定が必要 

【課題】 

３ 周産期医療（P.122～P.124） 
 

１ 感染症対策（P.129～P.143） 
 

４ 小児医療（P.125～P.128） 
 

○ 患者数や対象疾患が増加する中で、疾患ごとのきめ細やかな支援、特に希少疾患への対応が難しくなってきており、医療・ 
福祉関係者との連携強化が必要 

○ 小児救急拠点病院体制の確保・安定運用 
○ 医療的ケア児・者等支援に向け、関係機関連携のための 
協議の場の設置 

○ 療養生活の質の向上を支える民間団体等の活動を支援(小児ホスピス) 

【課題】 

[拠点病院数]      7か所   →  7か所 
[協議の場設置]     検討   →   運用 
 
[活動支援]     検討・支援 →  支援 

○ 小児救急拠点病院の体制確保に向け、１病院あたり 11人以上の小児科常勤医の確保が必要 
○ 小児療養患者や医療的ケア児・者等に対応できる体制の充実が求められている 
○ 小児がんや難病等で長期の在宅療養生活を送る子どもやご家族等の、自宅や医療機関以外の選択肢の充実が必要 

【課題】 

【主な施策】 

○ 災害拠点病院の BCP作成 
○  
○ 大規模集客イベントにおける医療救護体制の構築 

２ 難病対策（P.144～P.146） 
 

[病院数]         6病院   →  全 13病院 
[体制構築]     検討   →  運用・見直し 
[体制構築]     検討  →  実施(ｵﾘﾊﾟﾗ他) 

【主な施策】 [ 現状 ] [ 目標 ] 

[ 現状 ] [ 目標 ] ○ 産科医療の充実や産婦人科医確保等の支援 
○ 産科拠点病院体制の確保、地域医療機関との連携強化 

[産婦人科医数※]   10.5   →   10.5  
[産科拠点病院数]  ３か所  →   ３か所 
 

【主な施策】 [ 現状 ] [ 目標 ] 

※出生千人当たり 

 

■Ⅵ章 主要な保健医療施策の推進（P.129～P.163） 
 

【主な施策】 

[体制充実]     提供  →  体制確保 
[ツール普及]  整理・検討 →  運用・見直し 
 

[ 目標 ] [ 現状 ] 

[ 現状 ] [ 目標 ] 【主な施策】 【主な施策】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 
アレルギー疾患は、気管支ぜん息やアトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーなど多岐にわたり、広い世代の

日常生活に多大な影響を及ぼしています。また、急激な症状の悪化は死に至ることもあり、今後も正しい知識の普
及や、適切な医療の提供に取り組みます。 
また、みなと赤十字病院にアレルギーセンターを設置しており、アレルギー対策基本法の趣旨を踏まえ、取組の

強化や関係機関及び関係団体などとの連携を進めます。 
 

 

３ アレルギー疾患対策（P.147～P.149） 
 

【施策の方向性】 
横浜市は、「第３期横浜市障害者プラン」に基づき、「自己選択・自己決定のもと、住み慣れた地域で、安心して、

学び・育ち・暮らしていくことができるまち、ヨコハマを目指す」を基本目標として、障害福祉施策を展開していま
す。障害特性を理解した対応ができる医療機関・医療従事者の育成等、保健・医療の充実を図ることや、障害特性や
ライフステージに応じた生活習慣病の予防など、福祉・保健・医療が連携を図りながら、在宅生活を支援します。 

(1) 医療提供体制の充実 (2) リハビリテーションの充実 (3) 重症心身障害児・者への対応 
 

  

○ 関係機関や関係団体(患者会・医療関係者等)等との連携 
 

[県協議会参加]         検討   →   参加  

○ アレルギー疾患に対応できる医療機関の確保や診療ネットワークの構築が必要 
 

[ 目標 ] [ 現状 ] 

 

○ 医療的ケア児・者等支援に向け、関係機関連携のための 
協議の場の設置（再掲） 

○ 地域療育センター等の担当者連携による学校支援体制の充実 
○ 通院困難な障害児・者がかかりつけ歯科医をもてるように、 
障害児・者歯科医療に対応できる医療機関の充実を図る 

○ 相談支援、生活介護、訪問看護、短期入所などを一体的に 
  提供できる多機能型拠点を方面別に整備 

 

【施策の方向性】 
認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れたよい環境の中で暮らし続けられる地域づくりを目指しま

す。認知症の人やその家族のニーズを踏まえ、本人の状態に応じて適切な支援が受けられるよう、医療・介護サー
ビスの適切な提供、連携や、地域の見守り、インフォーマルサービス等も含めた切れ目のない支援体制の構築を進
めます。また、臨床研究や治験等、市大の研究推進に向けた支援を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 認知症の早期診断・早期対応に向けた体制の強化〔認知症初期集中支援チームの設置・運営 等〕 
○ 認知症予防対策に関する効果的な施策の検討 
○ 認知症の容態に応じた医療・介護等の提供体制の構築〔認知症疾患医療センターを中心とした医療・介護連携の強化、 
認知症対応力向上研修 等〕 

○ 臨床研究や治験等、市大等の研究推進に向けた支援 

４ 認知症疾患対策  （※第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定状況を踏まえ記載）（P.150～P.151） 
 

○ 医療・介護等の連携機能の充実や医療・介護従事者の認知症の人への対応力向上が求められている 
○ 認知症の早期発見、早期対応ができる体制づくりが求められている。また、認知症予防についても効果的な施策の検討が必要 
○ 早期診断、早期対応の重要性についての普及啓発や認知症の状態に応じて受けられるサービス・相談機関などの周知が必要 
○ 若年性認知症の本人は、その発症年代の早さのために、経済・就労・子育て・介護等、高齢期とは異なる課題を抱えており、 
幅広い支援が求められている 

○ 効果的な治療に関する研究・開発の推進が求められている。 

【課題】 

５ 障害児・者の保健医療（P.152～P.155） 
 

【施策の方向性】 
生涯にわたって健康でいきいきと暮らし続けるため、歯科口腔の重要性が注目されています。高齢期においては

特に肺炎や糖尿病への影響も指摘されるなど、口腔内の環境と全身の健康状態は密接に関連しており、より健やか
に暮らし続けるため歯科口腔保健の理解を促進します。 

 
 
 
 
 

○ オーラルフレイル予防についての普及・啓発 

○ 口腔機能の低下と身体機能全体の関連に注目した「オーラルフレイル対策」が必要 (成人期～高齢期) 

【課題】 

 [歯科健診受診率]     50.2%   →  65%    
[ 目標 ] 

[協議の場の設置]        検討  →  運用 
 
[横浜型センター的機能の充実]   推進 → 推進 
[歯科保健医療ｾﾝﾀｰ運営支援] 運営支援→ 運営支援 
 
[開所か所数]            3か所 →  6か所 

[ 現状 ] 【主な施策】 

【施策の方向性】 
横浜市では、健康増進法に基づき「健康横浜 21」を策定し、「健康寿命を延ばす」を基本目標とし、生活習慣病

に着目した健康づくりの指針をまとめています。すべての市民を対象に、乳幼児期から高齢期まで継続して生活習
慣の改善や、生活習慣病の重症化予防を行うことで、いくつになってもできるだけ自立した生活を送ることのでき
る市民を増やします。 

 
 

７ 生活習慣病予防の推進（第２期健康横浜 21の推進）（※第 2期健康横浜２１中間評価を踏まえて記載）（P.160～P.161） 
 

■Ⅶ章 計画の進行管理等（P.162～P.163） 

【主な施策】 

【主な施策】 [ 目標 ] [ 現状 ] 

○ 個人の生活習慣の改善と社会環境の改善を目指し、よこはま健康アクション推進事業を引き続き推進 
○ 区の特性を踏まえ保健活動推進員などの地域の人材とともにウォーキング活動などの取組みを推進 
 

６ 歯科口腔保健医療（P.156～P.159） 
 

〇 健康に関する意識・知識は高まっていることから、行動につなげやすくするために、『きっかけづくり』と『継続支援』の 
両面からの取組が引き続き重要 

 

【課題】 

○ 医療的ケアが必要な障害児・者が増えているものの、主治医病院以外の受入先確保が困難 
○  
○ 協力歯科医療機関、歯科保健医療センター及び歯科大学附属病院との連携をさらに進めることが必要 
○ 既存施設では対応困難とされる乳幼児期の重症心身障害児や高度の医療的ケアを必要とする障害児・者対象のサービスが不足 

 

【主な施策】 

【課題】 

【課題】 

【主な施策】 
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